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Ｑ
＝
協
同
組
合
連
合
会
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
中
協

法
以
外
の
法
律
に
基
づ
く
協
同
組
合
に

は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

［
Ａ
］
１
．
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員

た
る
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

中
協
法
第
８
条
第
５
項
で
、
連
合
会
の

地
区
と
全
く
同
一
で
あ
る
か
又
は
そ
の

区
域
内
の
一
部
の
み
を
地
区
と
し
て
、

①
中
協
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
組

合
（
企
業
組
合
を
除
く
）
及
び
連
合
会

並
び
に
② 

他
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立

さ
れ
た
協
同
組
合
と
さ
れ
、
定
款
に
組

合
の
種
類
を
具
体
的
に
規
定
し
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
は
、
①
は
事
業
協
同
組
合
、

事
業
協
同
小
組
合
、
火
災
共
済
協
同
組

合
、
信
用
協
同
組
合
、
協
同
組
合
連
合

会
を
指
し
、
②
は
そ
の
名
称
中
に
「
協

同
組
合
」
と
い
う
文
字
を
使
用
す
る
と

否
と
を
問
わ
ず
、
凡
そ
中
小
規
模
の
事

業
者
等
構
成
員
の
相
互
扶
助
を
目
的
と

し
、
協
同
組
合
精
神
に
基
づ
き
設
立
さ

れ
た
組
合
及
び
連
合
会
を
指
す
も
の

で
、
塩
業
組
合
、
森
林
組
合
、
消
費
生

活
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
及
び
そ

れ
ら
の
連
合
会
が
あ
る
。

　
一
方
、
中
団
法
に
基
づ
く
協
業
組
合
、

商
工
組
合
や
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類

組
合
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
酒
造

組
合
、
酒
販
組
合
等
は
、
協
同
組
合
と

本
質
的
に
性
格
を
異
に
し
て
お
り
、
協

同
組
合
で
は
な
い
か
ら
会
員
資
格
に
含

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
商
店
街
振
興
組
合
に
つ
い
て

も
、
中
小
規
模
の
事
業
者
の
み
が
加
入

で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、

加
入
資
格
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

な
お
、
水
産
業
協
同
組
合
法
に
基
づ

く
漁
業
生
産
組
合
及
び
森
林
組
合
法
に

基
づ
く
森
林
生
産
組
合
は
、
企
業
組
合

と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
性
格
を
有
す
る
組

合
で
あ
り
、
企
業
組
合
に
つ
い
て
は
会

社
等
と
同
様
に
そ
れ
自
体
が
一
個
の
企

業
体
で
あ
り
、
事
業
協
同
組
合
の
よ
う

に
事
業
者
の
結
合
体
で
は
な
い
こ
と
か

ら
連
合
会
の
直
接
加
入
を
認
め
て
い
な

い
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
組
合

も
同
様
に
連
合
会
へ
の
直
接
加
入
を
認

め
る
べ
き
で
は
な
い
と
解
す
る
。

２
．
中
協
法
に
基
づ
く
協
同
組
合
連
合

会
に
は
、そ
の
行
な
う
事
業
の
種
類
に

よ
り
、
次
の
３
つ
の
種
類
に
区
分
さ
れ

る
。

⑴
火
災
共
済
協
同
組
合
連
合
会
、再
共

済
事
業
を
行
う
た
め
に
火
災
共
済
協
同

組
合
で
組
織
す
る
連
合
体
で
あ
り
、
中

協
法
第
26
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
火

災
共
済
協
同
組
合
以
外
の
前
掲
各
種
組

合
に
は
会
員
資
格
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
連
合
会
は
全
国

を
通
じ
て
１
つ
し
か
設
立
で
き
な
い
。

⑵
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、連
合
会
自

体
の
事
業
と
し
て
信
用
事
業
の
み
を
行

う
連
合
会
で
あ
る
。法
律
解
釈
上
で
は

信
用
協
同
組
合
で
組
織
す
る
連
合
会
と

い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
、信
用
協
同
組

合
以
外
の
組
合
も
、連
合
会
の
定
款
の

加
入
資
格
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶
（
１
）
及
び
（
２
）
以
外
の
協
同
組

合
連
合
会
…
連
合
会
の
事
業
と
し
て
再

共
済
事
業
、
信
用
事
業
以
外
の
一
般
の

経
済
事
業
又
は
非
経
済
事
業
あ
る
い
は

そ
の
両
事
業
を
行
う
連
合
会
で
あ
り
、

事
業
協
同
組
合
で
組
織
す
る
連
合
会
と

い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
、
連
合
会
の

定
款
の
会
員
資
格
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
れ
ば
、
事
業
協
同
組
合
以
外
の
前
掲

各
種
組
合
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
上
記
２
の
⑵
及
び
⑶
の
連
合

会
の
加
入
資
格
で
「
前
掲
各
種
組
合
」

と
は
、
答
１
で
説
明
し
た
中
協
法
の
趣

旨
に
添
わ
な
い
組
合
ま
で
含
め
る
意
味

で
は
な
い
の
で
念
の
た
め
申
し
添
え
る
。

 　
　

 

中
小
企
業
組
合
質
疑
応
答
集
（
全
国
中
小

企
業
団
体
中
央
会
編
）
よ
り
転
載

組
合
Ｑ
＆
Ａ

協
同
組
合
連
合
会
へ
の
他
の
法
律
に
基

づ
く
協
同
組
合
の
加
入
に
つ
い
て

【
第
１
問
】総
会
の
可
決
要
件
で
あ
る「
出

席
者
の
議
決
権
の
過
半
数
」
は
定
款
で

決
め
れ
ば
、
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
第
２
問
】
総
代
制
は
、
組
合
員
数
200

人
超
の
組
合
（
企
業
組
合
を
除
く
）
に

認
め
ら
れ
て
い
る
。

【
第
３
問
】
組
合
は
、
総
会
に
お
い
て
直

接
、
代
表
理
事
を
選
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

《
解
答
》【
第
１
問
】
×
（
理
事
会
に
つ

い
て
は
、
定
足
数
・
可
決
要
件
定
款
・

規
約
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
総
会
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
定
款

自
治
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。）【
第
２

問
】
○
【
第
３
問
】
×
（
代
表
理
事
は
、

理
事
会
で
選
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

て
、総
会
で
選
ぶ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

理
事
に
は
、
理
事
個
人
と
し
て
の
責

任
と
合
わ
せ
て
理
事
会
メ
ン
バ
ー
と

し
て
、
代
表
理
事
の
業
務
執
行
を
監

視
す
る
責
任
も
あ
る
。
こ
の
間
指
摘

役
割
を
果
た
し
た
結
果
の
対
応
と
し

て
、
理
事
会
に
は
代
表
理
事
の
解
任

権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
理
事
会
で

解
任
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
選
定
も

理
事
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。）

組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

組合 Q ＆ A


